
受
診
・
検
査

発熱などの症状がある人は、直接医療機関を受診せず、まずはかかり
つけ医などに電話をして、指示を受けてください。また、受診の際
は、必ずマスクを着用してください。
※診察時間内に早めの相談をお願いします。

＝本庁舎 ＝松井田庁舎 ＝谷津庁舎 ＝碓氷川クリーンセンター ＝スポーツセンター本 松 谷 ク ス安中市役所　☎382－1111

発熱などの症状のある人の相談・受診について
～季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防ぐために～

かかりつけ医がいて
症状のある人

電話相談

受診・検査

最新情報はこちら

県感染症情報Twitter 県ホームページ

はい

いいえ

「診療・検査外来」

かかりつけ医などの
地域で身近な
医療機関

「受診・相談センター」
【24時間対応】
   ☎0570－082－820

相

　
　談

かかりつけ医がいない症状のある人
電話をする医療機関に迷う人
不安に思う人

〇症状のある人は、まずはお医者さんにお電話を！
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本

　
介
護
保
険
は
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど

の
高
齢
者
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
総
合

的
・
一
体
的
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
本
人
の

生
活
と
家
族
の
介
護
を
支
援
し
、
社
会
全
体

で
老
後
の
安
心
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

 

皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る
保
険
料
は
、
介

護
保
険
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な

財
源
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
決
ま
り
方

 

介
護
保
険
事
業
の
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
算
出
さ
れ
た
基
準
額
を
も

と
に
、
同
一
世
帯
内
の
住
民
税
課
税
状
況
や

本
人
の
収
入（
所
得
）に
よ
り
保
険
料
が
算
定

さ
れ
ま
す
。

※
基
準
額
＝
必
要
と
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
総
費
用
×
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
分

（
23
％
）÷
65
歳
歳
以
上
の
人
数

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
納
め
方

　
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

は
、
市
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
で
納
め
ま

す
。

　
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。
た

介
護
保
険
料
の

　
　納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

だ
し
、
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

で
あ
っ
て
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
ま
た
は

再
開
さ
れ
る
ま
で
の
間（
6
ケ
月
か
ら
1
年

間
）市
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
で
納
め
ま

す
。

⑴
年
度
途
中
で
、
65
歳
に
な
っ
た
人

⑵
年
度
途
中
で
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入

し
た
人

⑶
年
度
途
中
で
、
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た

人⑷
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
等
に
よ
り
保
険

料
が
減
額
に
な
っ
た
人（
年
金
天
引
き
が
中

止
さ
れ
ま
す
）

⑸
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
等
に
よ
り
保
険

料
が
増
額
に
な
っ
た
人（
増
額
分
を
納
付
書

で
納
め
ま
す
）

⑹
年
金
の
一
時
差
し
止
め
や
支
給
停
止
に

な
っ
た
人

⑺
年
金
担
保
の
借
入
れ
を
行
っ
た
人

◆
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
？

　
保
険
料
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
、
督
促
・
催
告
な
ど
を
行
っ
て
も
な
お
、

保
険
料
の
滞
納
が
続
く
場
合
に
は
、
所
有
財

産（
給
与
報
酬
・
預
貯
金
な
ど
）の
差
押
え
を

行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の

滞
納
が
あ
る
場
合
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
に
滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険

給
付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

介
護
高
齢
課
介
護
保
険
係
（
☎
内
線
１
１
８
６
）　

介
護
保
険
給
付
の
財
源

　
介
護
保
険
は
、
65
歳
以
上
の
人（
第

1
号
被
保
険
者
）と
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で
の
人（
第
2
号
被
保
険
者
）が
納
め
る

介
護
保
険
料
と
公
費（
税
金
）を
財
源
に

運
営
し
て
い
ま
す
。

国
25％

65歳以上の人
23％

40～64歳の人
27％

安中市
12.5％

群馬県
12.5％

※居宅サービスの場合

サービス費用
の全額を一旦
自己負担し、
申請によりあ
とで保険給付
分が支払われ
ます。

1年以上滞納
すると

保険給付の一
部または全部
が差し止めと
なり、そこか
ら滞納保険料
分を差し引く
ことがありま
す。

1年6ヶ月
以上滞納
すると

利用者負担の
割合が引き上
げられるほ
か、高額介護
サービス費な
どが支給され
なくなります。

2年以上滞納
すると

2020年12月1日号

問合せ▶　健康づくり課予防係（☎内線1172）   
安中市新型コロナウイルス感染症コールセンター（☎382－1111）   

本

　かかりつけ医などで診療・検査が
可能であるか

診療・検査が可能な
クリニック・

「PCR検査センター」など

○検査後は結果が出るま
で自宅で感染予防に努
めてください。

案内されたうえ
で受診・検査

相談した医療機関から案内
を受けて、受診

11月1日か
ら 2 4時間
対応してい
ます

電話相談

※相談のみになります。

※翌日の受診に
なることもあり
ます。


